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活
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法
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二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
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第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
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介
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青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
を

変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
か
ら
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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事
業
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介
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予
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名
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在
地

介
護
予
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事
業
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種
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名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

東
京
都
渋
谷

区
本
町
一
丁

目
八
の
七

変
更
後

ア
ー
ス
サ

ポ
ー
ト
株

式
会
社

東
京
都
渋
谷

区
本
町
一
丁

目
四
の
一
四

介
護
予
防

訪
問
介
護

ア
ー
ス
サ

ポ
ー
ト
弘

前

弘
前
市
大
字

小
比
内
四
丁

目
五
の
一
五

平
成

��･

�･

��

変
更
前

東
京
都
渋
谷

区
本
町
一
丁

目
八
の
七

変
更
後

〃

東
京
都
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谷

区
本
町
一
丁

目
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一
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護
予
防
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入
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護
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〃
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会
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々
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ケ

ア
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サ
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町
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山
九
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一

介
護
予
防
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応
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介
護
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
ち
の
く
国
際
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

馬
場

亜
紀
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
東
白
山
台
三
丁
目
一
の
二
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
在
住
外
国
人
に
対
し
て
、
日
本
語
教
育
へ
の
支
援
を
通
じ
外
国
人
の
生
活
支
援
、

交
流
促
進
を
は
か
る
と
と
も
に
、
国
際
交
流
に
関
わ
る
市
民
、
行
政
、
企
業
と
の
仲
介
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
地
域
の
国
際
交
流
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｉ
Ｔ
支
援
ネ
ッ
ト
あ
お
も
り

三

代
表
者
の
氏
名

村
口

理

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
、
子
供
た
ち
へ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の

情
報
通
信
技
術
の
習
得
機
会
を
与
え
る
事
に
よ
り
、
こ
れ
か
ら
の
Ｉ
Ｔ
時
代
に
お
け
る
情
報
化
社

会
の
活
性
化
に
貢
献
し
、
豊
か
で
充
実
し
た
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
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指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
み
ち
の
く

福
祉
会

む
つ
市
大
字
奥
内

字
大
室
平
九
一
の

一

児
童
発
達

支
援

児
童
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
キ
ッ

ズ
す
ま
い
る

む
つ
市
大
字
奥
内

字
大
室
平
九
一
の

一

平
成
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平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
県
ふ
る
さ
と
づ
く
り
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

覺
治

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
及
び
ふ
る
さ
と
づ
く
り
活
動
団
体
等
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
密

に
し
な
が
ら
情
報
提
供
や
活
動
交
流
を
行
い
、
市
民
・
企
業
・
行
政
が
協
働
し
て
地
域
文
化
の
向

上
に
取
り
組
め
る
環
境
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
が
自
ら
の
意
思
と
ア
イ
デ
ア
で
地
域
の

活
性
化
に
取
り
組
め
る
よ
う
な
社
会
が
醸
成
さ
れ
、
心
豊
か
な
ふ
る
さ
と
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
八
戸
地
域
障
害
者
職
親
会

三

代
表
者
の
氏
名

山
下

博

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
根
城
八
丁
目
一
一
の
七
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
社
会
復
帰
・
自
立
・
社
会
参
加
に
努
力
し
て
い
る
障
害
者
に
対
し
て
、
社
会
適

応
訓
練
、
職
場
適
応
訓
練
、
職
業
訓
練
、
職
業
能
力
開
発
訓
練
等
の
諸
事
業
並
び
に
、
一
般
就
業
、

雇
用
に
か
か
わ
る
事
業
の
推
進
を
図
り
、
障
害
者
の
安
心
・
安
定
し
た
地
域
生
活
の
支
援
に
関
す

る
事
業
を
行
い
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
社
会
の
構
築
並
び
に
、
社
会
福
祉
の
展
開
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成24年８月22日 水曜日 第3581号 �

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

つ
が
る
市
木
造
赤
根
一
七
九
の
三
、
一
八
〇

の
一
、
一
八
一
の
一
、
一
八
二
、
一
八
三
、

二
〇
四
か
ら
二
〇
六
ま
で
及
び
二
五
一
の
一

部

む
つ
市
小
川
町
二
丁
目
四
の
八

前
田
商
事
株
式
会
社

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


